
助成金交付手続きの流れ

①事前相談
　　　役場健康福祉課で相談、申請書等を受領


②医療機関受診
　　　耳鼻科を受診し、医師の意見書を作成依頼


③見積書の受領
購入店で購入予定の補聴器の見積書（金額、品目及び型番がわかるもの）を受領

④申請書類の提出
　　　健康福祉課に申請書等を提出
　　　　☑申請書（第1号様式）
　　　　☑医師の意見書（第2号様式）
　　　　☑購入予定補聴器の見積書

⑤助成金の支給決定
　　　健康福祉課から助成金支給決定通知書（第３号様式）を郵送


⑥補聴器の購入



⑦助成金請求書類の提出
　　　健康福祉課に請求書を提出
　　　　☑請求書（第４号様式）
　　　　☑購入した補聴器の領収書

⑧助成金の振込
